
漬物製造管理士（技能評価試験） 

受 検 案 内 
 
１ 技能評価試験の等級区分 

技能評価試験は合格に必要な技能の程度を等級ごとに次の通りに区分しています。 

１ 級：漬物製造管理の上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 

２ 級：漬物製造管理の中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 

３ 級：漬物製造管理の初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 

 

２ 技能評価試験の基準 

漬物製造管理の技能評価試験は,実技試験及び学科試験によって行われます。 

実技試験は、実際に日常行っている実技を行わせて、その技量の程度を評価する試験 

であり、学科試験は、技能の裏付けとなる知識について行う技能評価試験です。 

実技試験及び学科試験は、等級ごとに、それぞれの試験科目及びその範囲により定め 

ております。 

 

（１） 実技試験 

  実技試験は、実際に作業（物を製作・製造、組立て、調整など）を行わせる試験で、 

  いわゆる作業試験が中心で行われます。試験の概要は、公表されます。 

  なお、作業試験の内容に代わる技能要素試験（記述試験）も併用して出題されて

おります。 

また、試験時間は、２時間【実技試験（作業試験）１時間、技能要素試験（記述

試験）１時間】としております。 

＊技能要素試験（記述試験） 

実技試験問題で、作業試験の内容が不足している場合に用いられるもので、作業現

場における実践的、応用的な課題を、表、グラフ、文章などで明示し、計算、計画

立案、予測などを記載させることにより、技能者の全般的な程度を評価する試験で

あります。作業試験の実施が困難の場合に用いられるもので、例えば、漬物製造管

理技能者として体得していなければならない基本的な技能について、原材料、模型、

イラスト、写真等を受検者に提示し、判断、判別などを行い、その技能を評価する

試験であります。 

 

（２） 学科試験 

学科試験は、学問的な知識を評価試験するものではなく、作業の遂行に必要な正

しい判断力及び知識の有無を判定することに主眼がおかれております。 

漬物製造管理士の技能評価試験の学科試験問題の出題方法は、真偽法（○×式）

で一つの問題文の正誤を回答する形式を採用しております。 

■学科試験の概要 

等級区分 試験の形式 問題数 試験時間 

１級 真偽法 １００問 １時間 

２級 真偽法 １００問 １時間 

３級 真偽法 １００問 １時間 

 

 



３ 技能評価試験の受検資格 

 全日本漬物協同組合連合会会員で、原則として漬物製造管理職種に関する実務経験が

必要です。 

この実務の経験の範囲には、職場での作業のみならず営業、管理、監督、訓練、教育

及び研究等の業務の期間が含まれます。 

受検する場合は、事業主の経験証明書を添付する必要があります。 
 
（なお、今回は受検資格の変更はございませんが、次回以降の技能評価試験からは、１
級及び２級の受検資格から③の要件を除き、それぞれ下位の級に合格した者のみ上位
の級の受検資格を得られることに変更いたしますのでご留意ください。） 

 

１級の受検対象者 

① 漬物製造管理に関し７年以上の実務経験を有する者。 

② 漬物製造管理２級技能評価試験に合格した者で、その後当該経験に関し２年以上

の実務経験を有する者。 

③ 前号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者。 
 

２級の受検対象者 

① 漬物製造管理に関し２年以上の実務経験を有する者。 

② ３級漬物製造管理に合格し、その後当該１年以上の経験に関し実務経験を有する

と認められる者。 

③ 前号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められた者。 

 

３級の受検対象者 

 ３級漬物製造管理士の受検対象者は、漬物製造管理に関する経験を有し、１年以上の

実務を有すると認められる者。 

 

 

４ 技能評価試験の実施日程 

技能評価試験の実施日程の概要は次のとおりであります。 

項目 実  施  日  程 

受付期間 平成３０年６月１日（金）から平成３０年７月３１日（火） 

試験会場 東北ブロック会場：福島県郡山市「郡山女子大学付属高等学校」 

関東ブロック会場：東京都豊島区「武蔵野調理師専門学校」 

中部ブロック会場：愛知県名古屋市「名古屋調理師専門学校」  

関西ブロック会場：兵庫県西宮市「兵庫栄養調理製菓専門学校」 

九州ブロック会場：福岡県筑後市「九州芸文館」 

学科・実技試験 平成３０年９月 ２日（日） 

合格発表 平成３０年９月２８日（金） 

       

５ 技能評価試験の実施体制 

技能評価試験は、全日本漬物協同組合連合会が、実施計画に基づいて行うものです。 

この、技能評価試験は、国家試験に準ずるものであります。 

 

６ 受検受付・受検票 

技能評価試験の受検申請については、漬物製造管理士技能評価試験受検申請書に記載事

項を記入し、全日本漬物協同組合連合会に申請して下さい。 



経験年数の証明は、受検申請書の経験年数証明欄に、必ず事業主の証明の捺印をして、

受検申請して下さい。 

また、顔写真及び振込通知書のコピー（写し）を貼り付けた上、下記の住所までお送り

下さい。 

 

送り先 

全日本漬物協同組合連合会  

〒１３５－００２２ 東京都江東区三好１－１－２ 渡辺ビル 

 

 

７ 技能評価試験の受検手数料・合格手数料 

 

（１）技能評価試験の受検手数料は、次のとおりです。 

   なお、学科試験又は実技試験のどちらかが不合格の場合、翌年１回に限りその不

合格の部門について再受検ができます。 

 受検手数料 再受検手数料（学科） 再受検手数料（実技） 

１級 ２５，０００円 １０，０００円 １５，０００円 

２級 ２０，０００円 １０，０００円 １０，０００円 

３級 １５，０００円 ５，０００円 １０，０００円 

 

（２）合格証書の交付手数料   ３，０００円 

   ※合格発表後にお支払いただきます。（合格通知と一緒にご請求いたします。） 

 

 

振込先 

三菱ＵＦＪ銀行 神田駅前支店 

口座名義：ゼンニホンツケモノキョウドウクミアイレンゴウカイ 

（普）０５４９８１７ 

 

 

８ 合格・不合格の通知 

以下の内容の通り、受験者本人に通知します。 

合 否 学科試験 実技試験 

合 格 合 格 合 格 

不合格 

合 格 不合格 

不合格 合 格 

不合格 不合格 

（学科試験又は実技試験にどちらかが不合格の場合は、その再受検ができます。） 

 

 

９ 技能評価試験の合格者 

技能評価試験の合格者には、１級、２級、３級漬物製造管理士の合格証書等として、 

「合格証書・徽章・身分証明」が交付され、「漬物製造管理士」と称することができま

す。 

 

 

１０ 問合せ先 

全日本漬物協同組合連合会 ＴＥＬ ０３－５８７５－８０９４ 

東北ブロック ＴＥＬ ０２３８－５７－２５１０（㈱三奥屋内） 

関東ブロック ＴＥＬ ０３―５８７５－８２５３（関東漬物協議会内） 

中部ブロック ＴＥＬ ０５２－８３１－１２５７（㈱丸越内） 

関西ブロック ＴＥＬ ０７３－４２７－３５３２（関西漬物協会内） 

九州ブロック ＴＥＬ ０９９３－３４－１１８０（中園久太郎商店㈱内） 


